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◎ 運営委員会通常総会　3度目の 「書面議決」 を実施

 高めよう 地域協働の力！
阿賀野市多面的広域協定だより

第4号　令和5年2月発行 

令和4年11月9日、福井県より坂井市農地水広域協定

の役員、福井県ほか関係する皆さまが多面的機能支払

交付金事業の研修に来られ、当事務局と阿賀野市農林

課とともにお迎えし、阿賀野市多面的広域協定の概

要、広域協定と土地改良区の連携について研修してい

かれました。

研修に来られた皆さまは熱心に説明を聞き、熱の

入った議論、質疑を交わし、大変有意義な研修となり

ました。

◎ 令和4年度から新保・寺社3・下黒瀬・小里・小河原・大野地・下福岡の

　　7組織が参加！

令和4年6月28日、阿賀野川土地改良区において阿賀野市多

面的広域協定運営委員会通常総会が開催されました。

このたびの総会も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から執行部の出席については最小限とし、3年連続で書面議

決による実施となりました。

議件内容としましては決算のほか事業計画及び活動計画、

予算等について慎重審議され、全議案原案どおり議決されま

した。

全組織の皆さまから書面議決にご協力いただき、深く感謝

申し上げます。

　平成27年度に69組織(面積2,486ha)で発足した阿

賀野市多面的広域協定ですが、令和4年度から新た

に7組織が参加し、94組織(面積3,627ha)に増加し

ました。多面的機能支払交付金事業を有効活用

し、共同活動による地域の保全活動に積極的に取

り組む組織が年々増えつつあります。

昨今のコロナ禍においてはインフルエンザが同

時流行するとともに感染者数は依然高止まりの傾

向にあります。終息の兆しが見えず、まだまだ予

断を許さない状況が続きますが、それぞれの日常

生活において、「新しい生活様式」を実践しなが

ら元気に乗り越えていきましょう！

◎ 福井県坂井市からお客様

▲書面議決による総会の様子



◎ 書類の提出について 【※重要事項】

〒959-2032　阿賀野市学校町3番62号
阿賀野川土地改良区　2階「多面的機能支払推進室」
TEL 62-2140　  FAX 63-1071　 Mail midori-net@aganogawa.net
阿賀野市多面的広域協定運営委員会
事務局長　　齋藤善晴
事 務 局 　 石塚　厚、瀧澤茂喜、星野美穂

◎ 丈夫で長持ち！ 「不織布防草シート」 をご紹介します！

お問い合わせ

窪川原集落・阿賀野川土地改良区敷地内でも実施しましたので、ぜひご覧ください！

今年度、1月末現在で一度も書類を提出していない組織が見受けられます。

これまで、再三に亘りお話ししてきましたが、事務局は組織が提出した書類を基に実績報告書を

まとめ上げ、国・県等から検査を受けなければなりません。

報告書は広域組織として全組織分を一括で報告しなければならないため、遅れれば既に提出して

頂いた他の組織に迷惑をかけてしまいます。

今後、改善されることを期待しております。

発久集落

※ご注意 防草シート張りは、資源向上（共同活動）に

取り組む組織のみ、取り組み可能です。


